
第41回 労働政策審議会障害者雇用分科会 議事次第  

1 日時  

平成21年11月11日（水） 10：00～12：00  

2 場所  

厚生労働省 省議室（9階）  

3 議題  

（1）労働・雇用分野における障害者権利条約への対応に関して検討すべき   

具体的論点（「職場における合理的配慮」）について  

（2）その他  

4 資料  

1 労働・雇用分野における障害者権利条約への対応について（「職場にお   

ける合理的配慮」について中間整理の抜粋）【第40回資料2】   

2 「障害者雇用職場改善好事例」（最優秀賞・優秀賞の事例）にみられる   
主な取組【第40回資料3】  

3－1 海外における合理的配慮の例  

3－2 米国における合理的配慮に関する事例  

3－3 フランスにおける合理的配慮に関する事例  

5 参考資料  

障害者雇用職場改善好事例の最優秀賞・優秀賞【第40回参考資料1】   



労働・雇用分野における障害者権利条約への対応について  
（「職場における合理的配慮」について中間整理の抜粋）  

第3 職場における合理的配慮  

1 合理的配慮の内容  

【基本的な考え方】   

○ 合理的配慮については、条約の規定上はそれを欠くことは障害を   

理由とする差別に当たることとされている（差別禁止の構成要件と  

しての位置付け）が、これを実際に確保していくためには、関係者   

がコンセンサスを得ながら障害者の社会参加を促すことができる  

ようにするために必要な配慮（社会参加を促進するための方法■ア   

プローチとしての位置付け）として捉える必要があるとの意見が大   

勢であった。【再掲】  

O 「合理的配慮」は、個別の労働者との関係で問題となるので、個   
別の労働者がどのような配慮が必要か主体的に要求する必要があ   

り、行政が企業への指導や助成によって障害者の雇用を拡大してき   

た手法とは大きく異なることになるとの意見があった。  

○ また、具体的にどのような配慮が必要か、自ら説明・要求できな   

い障害者もいるので、本人の代わりに第3者が説明してくれるよう   

な仕組みが必要ではないか、との意見があった。  

O 「合理的配慮」は、個別の労働者の障害や職場の状況に応じて、   

使用者側と障害者側の話し合いにより適切な対応が図られるもの   

であるので、本来的には、企業の十分な理解の上で自主的に解決さ   

れるべきものであるとの意見が大勢であった。  

○ 障害者を採用する際に企業と本人との間で必要な合理的配慮の   

内容について一定の合意をするようにしたり、又は、企業内に使用   

者・労働者・障害者からなる配慮推進会議のようなものを設けて定   

期的に情報共有・意見交換する場を設けてはどうか、との意見があ   

った。  

○ 合理的配慮について、労働者本人の要望を受けて、直ちに提供で   

きるようにすべきではないか、との意見があった。  
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○ 何が差別であり、どのような合理的配慮が必要であるかを明らか   

にする必要があるとの意見が大勢であった。また、合理的配慮の内   

容は、個別の労働者の障害や職場の状況によって多様であり、また、   

それに要する費用・負担も異なるので、合理的配慮の概念は法律で   
定め、その具体的内容は指針で定めるのがよいのではないか、との   
意見が大勢であった。  

○ このような指針は、個別の企業において障害者が企業に合理的配   

慮を求めていく際にも有効であるとの意見があった。  

O 「合理的配慮」義務を労働基準法等で位置付けるのは、刑罰法規   
であってその範囲を厳格・明確に定める必要があり、却って範囲が   

縮減されるのではないか、また、制裁を背景にして合理的配慮を進   

めるのが適切かという問題があるのではないか、との意見があっ   
た。  

【基本的な内容】  

○ 合理的配慮の内容としては、障害の種類ごとに重点は異なるが、   
おおまかに言えば、①通訳や介助者等の人的支援、②定期的通院や   

休暇、休憩等の医療面での配慮、③施設や設備面での配慮が必要で   
あるとの意見が大勢であった。  

○ 障害の種類ごとに特に必要な配慮としては、以下のようなものが   
重要ではないか、との意見があった。  

・視覚障害者、聴覚障害者及び盲ろう者…点字、拡大文字、補   

聴システム等の機器や通訳者、援助者等による情報保障・コミュ  
ニケーション支援  

・内部障害者や難病のある人…定期的な通院への配慮や休憩・   

休暇・疾患管理への配慮、フレックスタイム等の柔軟な勤務体制  
・知的障害者…身近に気軽に相談でき、又は苦情を訴えられる  

ような窓口の配置  

・精神障害者…対人関係・コミュニケーションが苦手である、   

疲れやすい等の特性を踏まえた、グループ就労や短時間労働等に  

よる仕事の確保や職場環境の整備、日常的な相談ができるような  

窓口  

・発達障害者…本人に代わって必要な配慮を代弁できるような、  

身近な支援者（サポーター）の配置・支援  

中途障害者・－・勤め続けられるための配置（ポスト■職務）の見  
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○ 障害者が合理的配慮の提供を求めたことを理由として、解雇、降   

格等の不利益取扱いをすることを禁止すべきとの意見があった。  

【採用試験】  

○ 採用試験の際に、コミュニケーション支援が必要との意見があっ   

た。  

また、採用基準を緩める必要はないが、長時間の試験は避ける、   

休憩を間に入れる等、能力を正しく判定できるような環境を整える   

ことこそが合理的配慮ではないか、との意見があった。  

【通勤時の移動支援、身体介助】  

○ 通勤時の移動支援や身体介助は、企業の合理的配慮というよりむ   

しろ福祉的サービスとして行うべきではないか、との意見があっ   

た。  

また、労働災害では通勤も対象となっており、通勤も職務と連動   

するものであるので、今後は労働政策として企業に義務付けたり、   
助成措置を設けたりすべきではないか、との意見があった。  

【相談窓口】  

○ 障害者が気軽に相談でき、苦情を訴えられる窓口が必要ではない   

か、現行の障害者職業生活相談員の機能を見直したり、相談員が選   

任されない中小企業でも相談・苦情処理の窓口を整備することが必   

要ではないか、との意見があった。その際、職場内だけでなく生活   

面での支援も重要であることから、障害者就業一生活支援センター   

等による支援を充実させ、連携をしていくことが重要ではないか、   

との意見があった。  

また、専門家というよりも、「適切な変更・調整」を行える、身   
近にいる支援者（いわゆるナチュラルサポーター）を支援していく   

ことが必要ではないか、との意見があった。  

2 過度の負担   

○ 過度の負担の基準としては、企業規模、業種、従業員数、環境の   

特性、地域の文化・慣習等を参考にして判断すべきではないか、と   

の意見があった。  

また、長期療養者に対する解雇に関する裁判例でも、事業規模を   

考慮しており、過度の負担の判断に当たっても、事業規模はある程  
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度考慮せざるを得ないのではないか、との意見があった。   

さらに、過度の負担の基準として、現行の障害者雇用納付金制度  

の特別費用の額を参考とする（合理的配慮を行うための費用が特別  

費用の額と比べてどの程度かを尉酌する）ことも考えられるのでは  

ないか、との意見があった。  

○ どのような場合に「過度の負担」に当たるのか、具体的な指針を   

定めるべきとの意見があった。  

【公的助成との関係】  

○ 現行の納付金制度に基づく助成金は、合理的配慮として行うこと   

となるものが対象となっており、適宜この助成措置を見直すことに   

より、合理的配慮を実効あるものにしていくことができるとの意見   

があった。  

また、フランスのように、納付金制度に基づく助成金を活用して   

企業による合理的配慮に必要な経費をカバーするには、現行の納付   

金制度1や法定雇用率（1．8％）では足りないのではないかとの意見   

があった。  

○ 雇用率制度の対象でない事業主2も含めて全事業主を対象とする   

場合、合理的配慮に対する財政支援をどのような形で行うかが問題   

になるとの意見があった。  

○ 現行の雇用関係の助成金や支援には期限があるが、合理的配慮の   

前提となる仕組みとして期限のない制度を確立すべきではないか、   

との意見もあった。  
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「障害者雇用職場改善好事例」（最優秀賞・優秀賞の事例）に  

みられる主な取組  

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が平成16～21年度に発表した  

「障害者雇用職場改善好事例」（最優秀賞・優秀賞の事例）から集約  

（労働・雇用分野における障害者権利条約への対応について（中間整理））（抄）  

第3 職場における合理的配慮  

1 合理的配慮の内容  

【基本的な内容】   

○ 合理的配慮の内容としては、障害の種類ごとに重点は異なるが、   

大まかに言えば、①通訳や介助者等の人的支援、②定期的通院や   

休暇休憩等の医療面での配慮、③施設や設備面での配慮が必要で   

あるとの意見が大勢であった。  

■牒通して見られた事項   

①一 通訳や介助者等の人的支援   

・障害者個々人について、配慮をしなくともできる仕事、配慮をす  
ればできる仕事及び配慮をしても困難な仕事を把握  

■ 業務をできるだけ細分化し、障害者の特性に合わせて割当  
障害者職業生活相談員、ジョブコーチ等の配置・活用   

・障害者との間で十分な情報交換  

事業主の幹部、上司等との個人面談  

暮 職場内（特に管理者間）で配慮を要する情報を共有   

・ 業務マニュアルの作成   

・障害者本人による振返り（反省）の支援  

③ 施設や設備面での配慮  
1 バリアフリー化の推進  

④ その他  

・リーダー制度の導入  

・ 研修等、職業能力向上のための取組   

■ レクリエーションの実施  
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1牒平成16年度）  
① 通訳や介助者等の人的支援  

話しかける前に名前を名乗ることを徹底  
t メールを用いたコミュニケーション   
・ 緊急連絡時の口頭伝達   

・職場介助者による記録補助、資料読上げ、外出の付添い等   
・ 専門書の点訳  

③ 施設や設備面での配慮   

一 部屋の入口近くに席を設ける、トイレ、更衣室、手洗い場、エレ  

ベータ等の移動が直線的になるようにする等のレイアウト改善   

暮 床には滑止め材質、点字ブロック等を使用  

・ 自動扉の設置  

・ 行動予定表やトイレ、会議室等の要所に点字表示  

・音声読上げソフト、画像拡大ソフト、高性能ヘッドホン、点字デ  

ィスプレイ、点幸プリンター等の導入   
・ デジタルルーペの活用  

④ その他  
通勤混雑時の特急列車使用に係る通勤手当支給  

・ 大雨、積雪時等のタクシー利用可   
一 本人が希望すれば、通勤、買い物等に障害者職業生活相談員が同  

行  

2灘平成17年度）   
② 定期的通院や休暇休憩等の医療面での配慮   

・通院時や体調不良時における休暇取得を容易に   

・在宅雇用において、生活スタイルに合わせた労働時間の設定  

③ 施設や設備面での配慮  

・主要通路の幅を2メートル以上、進路変更箇所の幅を1．5メート  

ル以上及びその他の通路の幅を1メートル以上確保   

一 空調機を床下配備  

・ ロッカー、機械操作ボタンの配置等については、車いすの方でも  

使いやすい仕様に  
・ 電動ラックの設置  

・ 昇降機付き作業机の改修  

・在宅雇用に係る高速通信回線網、ローカルネットワーク、遠隔通  
信システム等の導入  
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④ その他  
職場の危険な環境を提言する「ヒヤリ・ハット・シート」の導入  

3 内部障害者（平成18年度）  
（D 通訳や介助者等の人的支援  

・ 看護師の常駐   

■ グループ就労による業務負荷の分散  

② 定期的通院や休暇休憩等の医療面での配慮   

t 業務に支障のない形でのワークシェアリング  

・ 短時間勤務、時給契約、時間外業務なし、優先的な休暇等の配慮   
－ デスクワークヘの配置  

・ 月1回の健康診断  

定期通院の許可  

・健康管理システムの導入  

社員食堂における減塩メニューの提供  

1 上司による健康情報の把握・共有  
・ 緊急時用引継カードの常備（かかりつけ医、服薬情報等）  

③ 施設や設備面での配慮  
・ ベッドを備えた健康管理ルームの整備（血圧計、心電図、AED  

の設置）   

－ 名札、執務室等に「ハートtプラスマーク」を表示  

4 知的障害者（平成19年度）  

① 通訳や介助者等の人的支援  

・ ジョブコーチの活用  

・ 作業手順のマニュアル化  

・ 作業の簡易化（絵や色による記号化、職務の細分化等）  

・ 流れ作業システム  

③ 施設や設備面での配慮  

・ タッチパネル式コンピュータの導入   

■ ふりがな  

④ その他  
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グループホームの世話人、障害者職業カウンセラー等と連携し、  

ケース会議を実施   

SST（ソーシャル・スキル・トレーニング）の導入   

身分証（緊急連絡先等記載）の常備  

5瀾平成20年度）   
① 通訳や介助者等の人的支援   

・ ジョブコーチ、手話通訳士等の配置   

・手話通訳者同席の下、個人面談を実施   

・業界用語について、新しい手話を創作   

・ メール、FAX等によるコミュニケーション   
・要約筆記による会議内容の伝達  

③ 施設や設備面での配慮  
・ フラッシュライト、電光文字表示機、パトライト等の整備   

■ テレビ、OHC、掲示板等による情報提供  
・要約筆記ソフトの導入  

聴覚障害者のユニフォームをオレンジ色に統一  

④ その他   

■ 手話サークル活動  

・ 災害時の行動基準を配布  

欄（平成21年度）   
① 通訳や介助者等の人的支援   

・精神保健福祉士、カウンセラー等の配置（医師、家族、支援者と  
の連携強化、メールによる相談等）   

・ ジョブコーチの活用   

・ メンターの任命   

・ グループ就労による業務負荷の分散  

② 定期的通院や休暇休憩等の医療面での配慮   

■ 短時間勤務からの就労  

・ フレックスタイム制度の導入（4勤1休等）  

・休憩の配慮（1時間5～10分等）   

・ 通院の優先  

・定期通院しているかの確認  
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指導医と就労チューターによる体調管理  

体調に合わせた柔軟な業務変更  

③ 施設や設備面での配慮  
・ 利用しやすい場所に休憩室を設置  

④ その他  
・ SST（ソーシャル・スキル・トレーニング）の導入   



資料3－1  

海外における合理的配慮の例  

1 米国  

■ 障害のあるアメリカ人法（ADA：TheAmericanswithI）isabilitiesAct）  

○ 合理的配慮に含まれるものとして、以下を例示（第12111条）  

従業員が使用する既存の施設を障害者が容易に利用でき、かつ使用でき  

るようにすること   

・ 職務の再編成、パートタイム化または勤務スケジュールの変更、空席の  

職位への配置車云換、機器や装置の入手・変更、試験・訓練素材・方針の適  

切な調整・変更、資格をもつ朗読者又は通訳の提供及びその他の類似の配  

慮  

（参考）  

「ADAの平等雇用規定を実施するための施行規則」（29C．F．R．§  

1630．2（0）（1））において、「合理的配慮」は以下を意味するとされている。   

職務への応募プロセスにおける変更・調整   

労働環境や仕事のやり方・状況についての変更・調整   

障害をもつ従業員が障害をもたない従業員と同等の利益及び特典を享受す  

ることを可能とする変更・調整  

2 ドイツ   

Il社会法典第9編（SGB：SozialgesetzbuchⅨ）   

○ 重度障害者は、障害及び仕事に対する影響を考慮した上で、雇用主に対し   

て、次のことを請求する権利を有する（第81条第4項）   

① 自らの能力と知識を最大限に活用し、一層発達させることのできる仕事   

② 職業的進歩を促すための職業教育が企業内措置として実施されるよう特  

別に配慮する   

③ 職業教育の企業外措置に参加できるように妥当な範囲で便宜を図る   

④ 企業施設、機械、装置並びに職場、労働環境、労働組織及び労働時間の  

構成を含む事故の危険に配慮した作業所の設置と整備   

⑤ 必要な技術的作業補助を職場に装備  

3 フランス  

■ 労働法典（Codedutravail）  

○ 雇用主は、障害労働者が資格に応じた雇用を得ること、雇用の維持、職務  
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の遂行・向上、又は適切な教育訓練を受けられるようにするため、適切な措   

置をとる。（第5213－6条）   

○ 障害労働者は、雇用へのアクセス、職務の実施、職場定着を容易にするた   

めの個別の労働時間調整を要求できる。（第3122－26条）  

4 英国  

■ 障害者差別禁止法（I）DA：I）isabilityI）iscriminationAct）  

○ 雇用主による調整の義務（第4A条）   

（a）雇用主によって、又は雇用主のために適用される規定、基準若しくは慣  

行   

（b）雇用主が占有する施設の物理的な特徴  

が相当の不利益を及ぼす場合に、雇用主はその影響を防ぐための合理的措  

置を講ずる義務を負う。  

○ 合理的調整義務の履行のために必要な措置の例（第18B（2）条）   
（a）施設の調整   

（b）障害者の職務の一部を他者に配分すること   

（c）空席の職位への配置転換   

（d）就業時間・訓練時間の変更   

（e）他の職場への配転、訓練の場所への配置   

（f）就業・訓練時間中のリハビリテーション、アセスメント又は治療のため  

の休みの付与   

（g）訓練一指導の実施又は手配   

（h）機器・設備の取得、改変   

（i）指示書、マニュアルの修正   

（」）試験、評価手続きの修正   

（k）朗読者又は通訳者の配置   

（l）監督その他の支援の実施  

（資料出所）  

1～3については、「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応   

の在り方に関する研究会」における各国の制度に関するヒアリング資料   

（米国；長谷川珠子氏、ドイツ；指田忠司氏、フランス；永野仁美氏各提   

出資料）に基づき、事務局作成。  

4については、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合   

センター資料に基づき、事務局作成  
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資料3－2  

米国における合理的配慮に関する事例  

米国における合理的配慮に関連する裁判例について、第3回「労働  

予における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」資料2「アメ  

における「合理的配慮」について」（長谷川珠子氏提出資料）より抜粋  

【アクセシビリティヘの配慮】  

① Marcano－Riverav．PuebloInt▼1，Inc．，232R3d245（lstCir12000）  

使用者は、車椅子の移動が容易となるよう職場の設備を整えなければならない   

し、また、他の従業員が使用できないものであったとしても、障害者専用の駐車   

場の利用を原告（障害者）に認めなければならず、そうしないことは合理的配慮   

の否定に当たり、ADA違反となる。   

② vandeZandev．WisconsinDep，tofAdmin．，44R3d538（7thCin1995）  

車椅子の従業員のためにランチルームのシンクを低くすることは、そのために   

かかる高いコストやトイレにある低いシンクがあることを考慮すると、使用者に   

対して過度の負担を課すことになる（使用者勝訴）。  

【職務の再編成】  

③ Alexanderv．TheNorthlandInn，321R3d723（8thCin2003）  

職務の再編成が、職務内容の核となる部分を変更したり、他の従業員に大きな   

負担を負わせることにならないならば、使用者は障害者ができない職務を他の従   

業員に割り当てなければならない。本件では、職務の本質的機能についてまで、   

他の従業員に割り当てる義務は使用者にないとして、使用者勝訴の原審を認容。  

【労働スケジュールの変更】  

④ wardv．MassachusettsHealthResearchInstitute，209F．3d29（1stCiI12000）  

障害者の治療や休息の必要に応じて労働スケジュールを柔軟化すること、また   

は、合理的な期間の無給休暇を認めることは、ほとんどの場合過度の負担とはな   

らない。（使用者勝訴の原審を差戻し）   

⑤ walshv．UnitedParcelService，201F．3d718（6thCir12000）  

極めて長期（18ケ月）の休暇を超えてなお休暇を認めることは過度の負担とな   

る（使用者勝訴）。   

⑥ Terrellv．USAiち132R3d621（11thCiJl1998）  

通常パートタイム労働を認めていない場合は、無期限的にパートタイム労働を   

障害をもつ従業員に認めることは過度の負担となりうる。（使用者勝訴）   

⑦ vandeZandev．Wisconsin，（7thCin1995）  
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ほとんどの職務は監督下においてチームで行われるため、生産性を下げずに自   

宅で勤務する事は一般的に困難である。指揮命令を受けない在宅勤務を認めるこ   

とは一般に合理的配慮としては要求されない（否定）。   

⑧Ilumphreyv．MemorialHospitalsAssociation，239F13dl128（9thCir12001）  
テレワークを障害をもつ従業員に認めることが過度の負担となるかどうかは、   

従業員の仕事の性質によって決まる（使用者勝訴の原審を破棄・差戻し）。   

【配転・再配置】  

⑨ smithv．MidIandBrake，Inc．，180R3dl154（10thCirl1999）  
同等の職位に空席があり、かつ他の配慮が不適切な場合、その空席を障害をも   

つ従業員に競わせるだけでは足りない。先任権が関与しない限り、障害をもつ従   

業員が空席に再配置されるべきである。   

⑩ Burchettv．TargetCorp．，340R3d510（8thCin2003）   
再配置は「最終手段」であって、従業員が働き続けられる場合にのみ講じる必要   

がある。   

⑪Jayv．IntermetWagneちInc．，233R3dlO14（7thCir12000）  
合理的配慮として「新しい」職位を設ける必要はない。（使用者勝訴の原審を維   

持）   

⑫ Hansenv．Henderson，233F．3d521（7thCin2000）．  
現職者を他に追いやって職位を空けることまでは合理的配慮義務として要求さ   

れない。（使用者勝訴の原審を維持）   

⑬ Lucasv．WWGrainger；Inc．，257F．3d1249（7thCin2001）  
空席の職位は、障害者が以前就いていた職務と同様・同等のものでなければな   

らない。高い賃金が支払われる職位に就かせる必要や、以前とはまったく異なる   

内容の職務に就かせる義務はない。（使用者勝訴の原審を維持）   

⑭ wi11iamsv．UnitedIns．Co．ofAmerica，253R3d280（7thCir12001）  
従前の職務が障害ゆえに遂行できなくなり、他の職位への配置転換を検討する   

に当たり、より適格性を有する他の従業員を差し置いてまで、障害をもつ従業員   

をその職位に配置する必要はない。（使用者勝訴の原審を維持）   

⑮ EEOCv．Humiston－Keeling，Inc．，227F．3dlO24（7thCir；2000）  
他の候補者が極めて高度の適格性をもつ場合には、最低限の適格性を有する障   

害者を再配置することは過度の負担になりうる。   

⑯ u．s．Airways，Inc．v．Barnett，122S．Ct．1516（2002）   

先任権に反する場合は、たいていの場合過度の負担となりうる。  
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資料3－3  

フランスにおける合理的配慮に関する事例  

訂ノ  る害合  

フランスの権利救済機関であるHALDE（高等差別禁止平等機関）  よ
障
 
 

に
 
る
 
 

労働に関連する勧告例について、第2回「労働・雇用分野に  お
 
 利条約への対応の在り方に関する研究会」資料1「フランスにおける「  

配慮」について」（永野仁美氏提出資料）より抜粋。  

【募集・採用時の適切な措置】  

① D61ib6rationnO2005－34du26septembre2005  
Bernardは、フランス選手権のファイナリストであったほどのスポーツマンである。   

身体■スポーツ科学の修士号を持ち、救急法の資格も有していた。それ故、彼は、身   

体・スポーツ教育の教員試験に登録することを希望した。  

しかし、Bernardには、中度の聴覚障害があり、そのために潜水ができなかった。   

職業指導再就職斡旋委員会（COTOREP）（現在のCDAPH）は、彼に、カテゴリーB   

の障害労働者認定を行った。これにより、彼は、障害者に認められた嘱託による採用   

にもアクセスすることが可能となった。  

しかしながら、Bernardは、水難救助に関する法令の適用により、障害を理由とし   

て、身体・スポーツ教育の試験を受けるにあたり予め必要な水難救助証明書を獲得す   

ることができなかった。これをうけて、担当省は、Bernardに、試験への登録はでき   

ないことを通知した。  

そこで、Bernardは、障害者に認められた嘱託による採用を選択しようとしたが、   

大学区本部は、再び水難救助に関する法令を適用して、それを認めなかった。Bernard   

は、再度担当省に訴えたが、その返答は、《行政は、身体・スポーツ教育の教員が、自   

らの責任の下に置かれた生徒を救助できることを確認しなければならない。この資格   

は、免除の対象とはなりえない》 という明確なものであった。   

HALDEは、身体・スポーツ教育の教員は、一般的には水泳を教えないこと、仮に教   

える場合にも、同僚が代わって教えるか、又は、助手が付けば十分であることを指摘   

した。そして、その上で重要なのは、2005年2月11日の法律の観点から、過度の負   

担を生じさせない《適切な措置》を講じることにあることを確認した。   

Bernardに対する教員試験への登録拒否は、2004年6月17日のデクレの規定に基   

づくものである。同デクレは、身体・スポーツ教育の試験への登録には、水難救助証   

明書が必要であることを定めている。そこで、HALDEは、国民教育省に対して、2005   

年2月11日の法律と両立しうるよう、当該デクレの修正を行うよう勧告した。   

【配置・再配置での配慮】  

② D61ib6rationnO2005－76du14novembre2005   
Jean，Pierreは、指揮・監督者の助手の倉庫係として雇用された。その2年後、彼は、   

労働災害によって足を怪我した。労働医は、Jean－Pierreの労働不適性を宣言すること   

はしなかったが、倉庫係に義務付けられている安全靴の着用は禁じた。   

Jean－Pierreは、電気機器メンテナンスに関する長期職業訓練を受け、グループ内異  
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動を受け入れる用意ができていた。しかし、職業訓練後に彼に提示された唯一のポス   

トは、経験を必要とする情報技術のポストであった。このポストは、Jean－Pierreの持   

つ資格以上のものであったため、採用担当者は、彼との面接を有益とは考えなかった。   

彼の適性は、当該ポストにはまったく対応していなかったからである。そうした中で、  

Jean－Pierreは、解雇のための事前面談に呼ばれた。  

渡された文書から、Jean－Pierreの使用者は、再配置の請求を様々なグループ企業に   

行っただけで、空きポストの正確な確認を要請していなかったことが判明した。  

これらの事実から、HALDEは、使用者は労働者の能力に応じた雇用の提案を行って   

いない、すなわち、当該労働者を再配置することが明らかに不可能であったことを証   

明できていないと判断した。  

そこで、HALDEは、使用者に対し、解雇手続を停止するよう要請した。これを受け   

て、使用者は、停止を約束した。   

③ Dilib6rationnO2006－101du22mai2006  

Monsieur S．は、2003年2月まで、図書館で働いていた。この日より、彼は、いか   

なるポストも与えられていない。Monsieur S．は、1990年に生じた労災以降、13％の   

部分的恒久的労働不能を認定されており、重い物の取扱いや左腕の動きの繰返しを避   

ける労働ポストの調整を必要としていた。  

HALDEは、配属のない職員（Monsieur S．）に対し、3年にわたってその障害と明   

らかに両立し得ない2つのポストしか提案しなかった公的セクターの使用者は、公務   

員の権利と義務に関する法律の次の規定に違反すると判断した。すなわち、使用者に   

対し、障害労働者がその資格に対応した雇用につき、それを維持できるよう適切な措   

置を講ずることを課している規定である。使用者のこのような態度は、組合差別を理   

由とする個別措置の無効申立、及び、申立人の出自に関係するモラル・ハラスメント   

の告発に続くものであり、報復的措置と考えられうる。そこで、HALDEは、使用者に   

対し、3か月以内にこの状況を終焉させることを要求した。   

④I）61ib6rationnO2006－214du90CtObre2006  

視覚障害を有する申立人は、2005年6月7日、COTOREPにより障害率90％の認   

定を受けた。  

申立人は、1997年10月1日以降、料理人として私立中学校で働いていたが、当該   

中学校の学食業は、民間企業に譲渡されることとなった。そのため、申立人の労働契   

約は、2004年1月1日以降、現企業に移転されることとなった。  

使用者の変更以降、申立人は1人で働くよう指示を受け、従前の支援を受けること   

はできなくなった。彼女は、職務の遂行ができない旨を伝えたが、上司は、そのポス   

トに対して調整を行うことは不可能であり、提案できる他のポストもないことを納得   

させた。  

2004年1月26日から5月28日の疾病休暇及び夏休み（7・8月）を経て、申立   

人は、2004年10月4日、労働医を受診し、復職の再検討をしてもらうこととなった。   

しかし、申立人は復職することはできなかった。  

使用者は、HALDEによる予審を経て、再配置と労働ポストの適応の観点から、あら   

ゆる必要な行動をとり、労働者の期待を考慮することを約束した。そこで、HALDEは、   

当該使用者の取組みを確認するようHALDE所長に依頼すると同時に、使用者に対し、  
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労働法典L．323－9－1条【現L．5213－6条】が定めているような適切な措置の実施につい   

て再検討するよう要請した。   

⑤I）ilibirationnO2006－226du230CtObre2006  

MonsieurD．は、1991年から1994年にかけて疾病休暇をとった後、1995年以降も、   

使用者による労働契約の停止が継続していることに関してHALDEに申立を行った。   

この状態は、11年に及んでいる。Monsieur D．は、1994年及び1995年に、復職を要   

請する封書を送ったが、使用者は、その受取りの事実を否定している。2005年、使用   

者は、障害係争裁判所（TCり 所長により、申立人の再度争う意思について通知を受   

けた。所長は、使用者に対し、パートタイム労働での就労再開を検討するよう提案し、   

さらに、労働医への受診についても提案した（契約停止の終了のためには、労働医の   

診断を受けなければならない）が、使用者は、率先した行動は何もとらなかった。  

2005年2月11日の法律により創設された労働法典L．323－9－1条【現L．5213－6条】   

は、使用者は、障害者がその雇用を維持できるよう適切な措置をとらなければならな   

いことを定めている。適切な措置の拒否は、同条2項の適用により差別となる。使用   

者は、TCl所長の提案にも関わらず、労働医への受診の要請をしないことで、2005年   

2月11日の法律の施行以降使用者に課せられている適切な措置を講じる義務を疎かに   

したと言える。こうした使用者の不作為は、障害を理由とする差別を構成する。  

そこで、HALDEは、使用者に対して、Monsieur D．に労働医への受診を要請し、彼   

が復職できるよう適切な措置を講じるよう勧告を行った。また、本決議の通知から3   

か月以内に、MonsieurD．が、企業内のすべてのポストに対し不適性である場合を除い   

て、その資格に応じた雇用を維持できるよう適切な手段を講じることも勧告した。   

⑥ dilib6rationnO2006－229duO6novembre2006  

申立人は、2001年9月に障害労働者認定を受けた後、使用者（P市）により、強制   

的に休職処分とされた。これに関して、医療委員会は、現行法の定めにも関わらず、   

提訴を受けなかった。  

申立人は、いかなる再配置（reclassement）の対象にもされなかったことについて、   

出自を理由とする差別を受けたと主張した。予審では、こうした差別の存在は、証明   

できなかった。しかし、市長は、申立人のポストを調整すること（am6nager）も、適   

応したポストに再配置することもしなかった。これらは、2000年11月27日のEU指   

令（2000／78／CE）や1983年7月13日の法律（no83－634）6条の6の定める義務で   

ある。こうした調整や再配置の不在は、障害を理由とする差別となる。  

そこで、HALDEは、市長に対し、検討したポストへの申立人の現実の再配置が不可   

能なのであれば、申立人が、その能力と資格に応じた雇用を与えられるよう適切な措   

置を実施し、6か月以内に、その報告を行うよう要請した。   

【賃金に係る規定】  

⑦ d61ibirationnO2005－87du19d6cembre2005  

HALDEは、12か月間で20日間の疾病休暇をとった労働者、又は、6回以上疾病休   

暇をとった労働者を個別の賃上げから排除するルールを定めている就業規則について   

申立を受けた。  

HALDEは、この規定は、健康状態を理由とする差別を禁止する労働法典L．122－45  
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条【現L．1132－1条】に違反すると判断し、使用者に対し、この措置を終了させるよう   

要請した。  

進行性の疾病は、時に、重大で休まざるを得ない治療を必要とし、疾病も、それに   

伴う治療も、休暇や通常より軽い勤務の原因となる。そのため、進行性の疾病を持つ   

者は、多くの場合、COTOREP（現CDAPH）によって障害労働者認定を与えられて   

いる。  

使用者の中には、疾病を持つ者について、その疲れの増大を緩和するために、通常   

のコースから外すことや、降格・降級、責任の免除などを実践するものもいる。しか   

し、中には、ハラスメントに該当する場合もある。健康状態を考慮したポストの要請   

は、主観的に評価され、解雇の基礎にもなりうるものである。  

使用者は、労働者に不利益な決定を行う際に、その疾病に関する知識を考慮に入れ   

ていることがある。それは、多くの場合、将来起こりうる疾病の進行から想定される   

リスクに応じたものである。しかしながら、HALDEは、実際の健康状態に基づいて、   

各個人の状況を注意深く検討することを要請する。進行のリスクを無視できないなら   

ば、進行は必ずしも起こるとは限らないという事実、将来治療法の改善が起こりうる   

かもしれないという事実も無視できない。いずれにせよ、使用者は、障害の場合と同   

様、労働者の雇用を維持できるよう、又は、必要ならば適切な職業訓練の後に他の雇   

用へと再配置できるよう、解決策を探求しなければならない。雇用手続において、実   

質的合理的配慮が必要であることは、拒否を正当化しない。   

【その他の配慮】  

⑧ d61ib6rationnO2006－287dulld6cembre2006  

身体障害を有するEmmanuelM．は、労務管理者試験に不合格であったのは、障害を   

持たない受験者よりも休憩時間が短かったせいであると考え、HALDEに提訴した。試   

験時間が30分追加された結果として、彼の休憩時問は、他の受験者よりも30分短く   

なってしまった。2005年法により修正された1984年1月11日の法律27条は、障害   

を持つ受験者のために、《身体的状況と両立しうる条件で答案を作成できるよう、連   

続する試験の間に十分な休憩時間》を与えるよう定めている。HALDEは、Emmanue［   

M．が享受した休憩時間は、他の受験者の2時間に対し1時間30分で、十分なもので   

あったと考えた。  

その結果として、HALDEは、健康な受験者に認められた休憩時間とまったく同じ休   

憩時間を障害を持つ受験者に保障しなかった事実は、2000年11月27日のEU指令及   

び1984年1月11日の法律27条の意味における差別には必ずしも該当しないと結論   

付けた。ただし、この休憩時間は、当局により、事例ごとに具体的に適応・評価され   

なければならないものである。   

⑨ d61ib6rationnO2006－301dl111／12／2006  

HALDEは、車椅子にのった障害を持つ弁護士の申立を受けた。その内容は、裁判所   

のアクセシビリティの未整備を理由として、その職業の遂行上被っている困難に関す   

るものであった。  

2000年11月27日のEU指令3条は、同EU指令は、非被用者の就業活動にも適用   

されることを定めている。  

国は申立人の直接の使用者ではない。しかし、申立人が司法に携わっていることか  

4   



ら、結果として、申立人の職業活動の遂行は、車椅子の者の裁判所へのアクセシビリ  

ティと関わりがあることになる。それゆえ、HALDEは、司法省は、仮のものでも合理  

的な改修（am畠nagement）を行うか、あるいは、申立人の職業の場へのアクセスを可  

能にする適切な措置をとることを行わなければならないと考えた。  

5   



○ 障害者雇用職場改善好事例の最優秀賞・優秀賞  

事業内容   
実際に障害者が  

年度  障害 種別  ・皆・ 臼  都道 府県  事業主 種別  事業主名  行っている業務   
従業員数   障害者数   応募事例の概要   

テープライター、イン  64名  

最   OAセンター、メール・写真   ターネットホームペー   ・視覚障害者3名   すべての従業員が働きやすい職場作りをテーマ  
・聴覚障害者9名   に、施設・設備面、通勤面、社内のサポート体制  

福岡  特例  有限会社化  109名  

賞  
スセンタ 

ネットを検索しての各  
・内部障害者8名  事務の職種で就労する視覚障害者のスキルアッ  

種情報収集業務等  
・知的障害者4名  プと職場定着を図っている。  
・精神障害者1名  

各種コンサルティングサー  
ビス、システムインテグレー  

コンピュータのシステ   9名   株式会社    ションソリューション、シス テム運用サ 就労支援機器の活用 専任の介助者の配置等に  
東京   ム開発・プログラミン  

イー  
ービス、セキュ  

グ  910名  
リテイ＆パッケージソリュー  ・内部障害者5名   

ション等  

システムインテグレーション  

サービス、アウトソーシング  

平   視  株式会社テ    サービス、ソフトウェア開   
18名  

成   占￥－  ・視覚障害者3名   ヘルスキーパー受入れのための自社ノウハウを   
東京  ヘルスキーパー等  2，030名  他社へ積極的に提供し、ヘルスキーパーの雇用   

口  見 同  ズ   開発・販売、ネットワーク  ・肢体不自由者8名  
6, 

年  

サービス、情報処理、ハー  ・内部障害者5名   

度   
ドゥェア関連等  

優  
秀  一般  

賞  在宅就労システムアン  
自社開発した「在宅就労システム」を活用し、重度  

大阪  1名  視覚障害者の在宅雇用を実現させると共に、同  

株式会社ア ンウイーブ   ウイーブシステムを中心と したIT化事業  在宅雇用（視覚障害 者のための検索エン ジンの開発・管理）   2名   ・視覚障害者1名  システムの普及を通じて、在宅就労支援に取り組  
んでいる。  

居宅・通所介護及び生き  
がい活動支援通所事業、  

長崎  重度視覚障害者の新たな職域となる、介護支援  社会福祉法 人瑠璃光会    通所介護のデイサービス センターの運営、居宅介  専門員（ケアマネージャー）を雇用している。  

護支援事業の運営   

熊本県商工 会連合会  小規模事業者を支援する ための経営相談・指導等  商工会事務   1名  
就労支援機器の導入、コミュニケーション面の配  

熊本  
35名   ・視覚障害者1名  慮、職務創出に向けた努力等により、中途視覚障  

害者の職場復帰を成功させている。  



重度肢体不自由者の在宅雇用の推進をテーマ  
最  29名  に、在宅雇用の組織的な推進、最新のIT技術の  

優  東京  特例  株式会社沖  ホームページ制作、プログ  在宅雇用   36名    ・視覚障害者1名    導入従業員の福利厚生面の充実在｛雇用の  
名刺制作等  ・内部障害者2名  支援体制の構築等、新たな視点から重度肢体不  

寅  ・知的障害者3名   自由者のためのバリアフリーとスキルアップに取り  
組んでいる。  

福祉・地域情報の収集、イ  

情報共同作  「事業所型共同作業所」（滋賀県）として、雇用・  
58名  福祉の連携モデルとなっており、ITによるバリアフ  

滋賀  一般   某所アイ・コ  在宅雇用   76名  

ン′   室、インターネットカフェ運  ・精神障害者3名   て、重度肢体不自由者による情報サービス業を  

営等のIT関連業務  多角的に実践している。  

デザイン印刷・製本、電話  

受付サービス、データ入  94名  

平  肢  力・編集加工などの処理、   ・視覚障害者9名   生活の質の向上をテーマにしたスポーツやレクリ   

成  体  
株式会社か んでんエル  

大阪   同左   
口  不  の。事、社内文書の発・受  136名  

ハート  ・内部障害者4名  の体力や意欲の向上等、職業生活の質の向上に   
7  

信サービス、メールサービ  
・知的障害者49名  

年  ス、産業マッサージ・セル  
フケア講習会等  

・精神障害者2名  

優  

秀  

賞  社内報、広報誌、取扱説   
14名   障害のある社員が主役という経営方針の下、汀を  

兵庫  YKK六甲株    在宅雇用（製作・デザ  16名            明書、商品カタログなどの    ・聴覚障害者7名   使った業務の効率化、職務遂行能力の向上及び  

特例  
式会社   印刷（製版・印刷・製本加  イン・編集等）  ・肢体不自由者5名  在宅勤務に向けた取組により、重度肢体不自由  

工）等  ・知的障害者2名   者の雇用とその定着を実現させている。  

安全で快適な職場作りをテーマに、世界レベル  

大分  
オムロン太  電気機械器具（リレーソ  同左   

26名  の品質の維持、職場環境作り及び労働安全衛生  
陽株式会社  ケットスイッチ等）の製造  49名                  ・肢体不自由者26名  管理の実施を通じて、肢体不自由者の職場改善  

に取り組んでいる。  

マイクロホン、ヘッドホン、   107名   障害者の自律を目標にハード面及びソフト面に  

大分  
ソニー・太陽  

同左   
株式会社  カメラ・デジタルカメラ周辺  

機器の製造等  172名  
・その他の障害者1名   



主に親会社及びグル⊥プ  

各社のデータ入力、給与   296名   内部障害者に対するハード面及びソフト面からの  

最   株式会社ス  ・視覚障害者3名   支援体制が充実しており、医療従事者による専門  
・聴覚障害者18名  

的な健康管理の徹底をはじめ、地方勤務者に対  
394名  

診、外来・入院・在宅診  



各業務における問題点を的確に把握した上で、  
正確な作業を行うための手順やチェック体制を見  

事務作業等の受託業務、   26名  直し、一人ひとりの主体性や個性に応じた目標設  
最  大東コーポ  

機密文書の処理（粉砕処  ・視覚障害者1名   ′」－＝■              疋等のきめ細かい支援を通じて、より質の高い業  

同左   ・聴覚障害者3名   務遂行がロ能 なり、受託広 へ つながってい  
優  東京  特例   レートサービ  

配小荷物等の受渡し、名  36名  

賞  
刺作成、各種事務作業等  

・知的障害者13名  

害者及びホームレスの雇  

絨毯・イス・ブラインド等の   

10年以上勤続している知的障害者が半数を占め  
る中で、彼らが持つ技能の伝承、業務への意欲  

4
 
 
 



平   知  
100名  

園芸、貸農園事業、印刷、   
・視覚障害者11名  知的障害者が抱える課題に対する有効な支援を  

成   的  優   ・聴覚障生者8名  実施するため、役職者を第2号職場適応援助者   
143名  チ）として配置し、支援機関等と連携  大阪  特例  株式会社か    同左           口 9  障  秀    んでんエル  商事、社内文書の発・受信 サービス、産業マッサージ 十  

等  
・内部障害者5名   を図っており、知的障害者への的確な理解に基   

年   l＝コ 者  ・知的障害者48名  
度  ・精神障害者5名   

全員参加型の作業マニュアルを作成し、業務の  

最  
検証と改善が図られている。手話用語辞典の作  

株式会社マ  用度晶のピックアップ業   33名  成や能力開発シートの作成等事業所の工夫も随  

優   
秀  

49名   ・聴覚障害者10名  

ンター   刷サービス業務等  ・肢体不自由者3名 ・知的障害者20名  

賞   整備や、聴覚障害者の適性を活かした職務の拡  
大が図られている。  

従業員が内部研修で簡易な手話を覚え、休憩時  
6名  間中にスタッフ同士の交流が促進されたことによ  

社会福祉法  障害者・高齢者の介護や  介護補助業務   ・穂覚障害者3名  り情報量不足がカバーされている。資格取得のた  
福井  人光道園  支援、福祉事業等  279名    ・肢体不自由者1名 ・内部障害者1名．  

・その他の障害者1名  

出している。  
一般  

CADを駆使したデザイン  
技能検定試験の受験を促すことでスキルアップを  

平   聴  開発並びに真空プレス・C  
図り、高い加工技術が要求される婚礼家具の製  

成   覚  造においても、30年以上の継続雇用を実現して   
鳥取  

障  有限会社西    NCマシンによる立体加工 技術を用いた木製家具の  

木工研磨及び木工塗  40名   3名 ・聴覚障害者2名  
いる。指導者が手話講習、要約筆記、障害者職  

・内部障害者1名  
業生活相談員の講習を受講するといったサボー  

害 者  
製造、及び販売  

ト体制を構築している。  

度  優  

秀  147名  

賞  ・視覚障害者8名  業務量の変化に伴う聴覚障害者の配置転換に当  
リクルート及びリクルートグ   印刷・コピー業務、情  ・聴覚障害者12名  たり、従来、電話対応が必要であった事務サービ  

株式会社リク ル 
東京   

・肢体不自由者87名  ス部門において、電話による対応を必要としない  

ートオフイ スサポート     報管理業務、スタッフ 代行業務等  235名               ル 
務等各種サービスの提供  ・知的障害者11名  げている。上位職級への登用を意図した人事制  

・精神障害者3名  度の改訂によりキャリアアップが期待できる。  

特例  
・その他の障害者1名  

外部業者に委託していたビル清掃について、薬  
43名  剤の知識、清掃専用機器の操作等体系的に研  

印刷業務、清掃業務、包  ・聴覚障害者19名  

大阪  
株式会社エ  

ルアイ武田   材補助業務、洗濯業務、 細断業務等  清掃業 55名    ・肢体不自由者5名（う ち重度4名）  

・内部障害者1名  で、これまで行っていた日常的な清掃の精度とス  
・知的障害者18名  ピードも向上し、スタッフ全体のスキルアップが図  

られた。  



親会社への派遣、機器メーカーの研修、国立吉  

精密機械、製品及び  
27名  備高原職業リハビリテーションセンターの研修受  

千代三洋工  
・聴覚障害者12名  講等を通じて、少量多品種の製造工程において  

鳥取  
業株式会社   レ一夕、顕微鏡検査、  104名    ・肢体不自由者10名 ・内部障害者2名  

製品データ入力等  
られている。手話通訳が可能な従業員の複数配  

平   
・知的障害者1名  
・精神障害者2名  置、第2号職場適応援助者の配置等職場定着に  

成 2  向けた取組を行っている。  

0  特例  
害  

年  
122名  採用時の研修を、障害の有無に関係なく合同で  

度   マイクロホン、ヘッドホン、   
デジタル周辺機器の  

視覚障害者1名  実施しており、また聴覚障害者を受け入れる部署  
・聴覚障害者26名  

大分  
においては、「聴覚障がい者受入マニュアル」を  ソニー・太陽     ち冶具設計、購買業  

務、経理・システム等   ・肢体不自由者83名 ・内部障害者9名  

機器の製造等  ・精神障害者2名  この「聴覚障がい者受入マニュアル」の作成によ  
・その他の障害者1名  

精神障害者の職業上の特性を踏まえ、カウンセリ  
名刺作成、データ入力、  139名  ング室へのカウンセラー3名の配置、役職者に対  

最   
ホームページ作成、サー  ・視覚障害者2名  するメンタルヘルス研修、フレックスタイム制の導  

富士ソフト企  
、∧「   

神奈   特例  
・聴覚障害者12名   入等幅広くきめ細やかな対応が図られており、就  

川  
同左   170名  

寅  
画株式会社  ・内部障害者5名   用を実現している。企業内で障害者の委託訓練  

代理店業務、障害者委託  ・知的障害者22名   を実施しており、精神障害者社員が講師となって  
訓練業務等  ・精神障害者70名   訓練生を指導し、当事者同士の能力向上の機会  

を設定している。  

7名  業務マニュアルの作成、疲労度を見極めた上で  
一般建設業、飲食業及び   ・視覚障害者1名  の随時休憩、本人とのコミュニケーションを進める  

平   
宮城  有限会社井    通所介護事業所の介   ・内部障害者1名   ための日々の振返り等、障害特性に応じたきめ細  

成 2  上技建   所・居宅介護支援・福祉用  護補助業務  57名  やかな配慮がなされている。これらの取組を通じ  

具・小規模多機能型居宅）  ・精神障害者2名  て体調の自己管理が適切になされ、継続雇用に  
・その他の障害者2名   つながっている。  

口 年 度   事業所全体の作業を見直し、障害者の職域拡大  

優   神奈   
綾瀬市リサイ  行政委託事業（リサイクル   紙類の選別、′ト型家   10名  に取り組んでいる。マニュアルを整備して作業を  

業）   

11名  父率化しているほか、精ネ障害 の従 ‾貞が  
一般  

賞   
インでの作業  ・精神障害者6名   調を崩した際にも対応できるよう、一人ひとりの対  

処法を整理している。  

21名   

精神障害者雇用を推〕重していくために、社長自ら  
施設管理部門におけ   の訓話、社内報によら周知等全社的な取組が  

日本イーライ リリー株式会  ・聴覚障害者4名  なされている。また受入れ部署において、ハロー  兵庫  医 
社   

管理と効率的運用及  1，874名  
・内部障害者3名  

び洗浄水の品質検査  ・精神障害者6名  失調症に関する勉強会を開催していることは、障  
害理解を進める上で効果的な取組である。  



平
成
2
1
年
度
 
 

39名  

視覚障害者1名  
聴覚障害者1名  

肢体不自由者5名  

内部障害者2名  
知的障害者22名  

精神障害者8名  

精神保健福祉士を採用し、精神障害者にきめ細  
やかな対応をしている。また、精神障害者雇用を  
進めるために、新たな課の立上げ、短時間勤務  

からの就労、SST（ソーシャルスキルトレーニン  

グ）による自己管理技術の向上等の取組が行わ  
れている。   

精
神
障
害
者
 
 

事務作業等の受託業務、  
機密文書の処理（粉砕処  

理）、社内メール・郵便・宅  
配小荷物等の受渡し、名  
刺作成、各種事務作業等  

優
秀
賞
 
 

大東コーポ  

レートサービ ス株式会社  
同左  


